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令 和 ２ 年 12 月 定 例 会 

 

総務建設委員会記録 

 

                      令和２年１２月９日（水） 

午前１０時００分 

全員協議会室 

 

 

付託案件 議案第75号 有田市火災予防条例の一部を改正する条例 

     議案第76号 有田市税外収入延滞金等徴収条例の一部を改正する条例 

 

 

出 席 者 

委 員  宇野博治委員長           成川 満副委員長 

               西口正助委員       児嶋清秋委員 

岡田行弘委員       池田敦城委員 

        中西登志明委員 

生駒三雄議長 

 

経営管理部  嶋田博之部長       大松満至理事 

        喜多俊充参事       山本芳規経営企画課長 

上田敏寛防災安全課長   御前一晃総務課長 

上村泰広総務係長      

 

経済建設部  河野孝司部長           鈴木順一理事 

鎌田利宏産業振興課長    大浦秀和有田みかん課長 

栗山京三地籍調査課長      脇村哲弘建設課長 

泉 泰朗産業振興課主幹  桑原伸浩地籍調査課主幹 

 

 

消 防 本 部  嶋田富司消防長         尾藤海男樹総務課長 

        堺  有警防課長 

 

出 納 室  森川直子会計管理者 

 

議会事務局  田中 聡局長           福永康一次長 

大谷真也書記 

 

 



 2 -  - 

開   会 

○宇野委員長：おはようございます。これより総務建設委員会を開催いたします。 

委員各位にはなにとぞ慎重なるご審議のうえ、適切なご判断を賜りますよう 

お願い申し上げます。 

 

議案第75号 有田市火災予防条例の一部を改正する条例 

 （堺警防課長 説明） 

○宇野委員長：説明は終わりました、次に質疑を認めます、ご質疑ございませんか。 

○岡田委員：参考までにお伺いします。急速充電設備は市内に何基ありますか。 

○堺警防課長：市内には１基確認されています。橘家の駐車場のところにございます。 

○岡田委員：承知しました。 

○宇野委員長：ご質疑ございませんか。 

○児嶋委員：出力を50キロワットから200キロワットへ上げる、出力を上げるというこ

とだと思いますが、この消防署へも設置されるのですか。 

○堺警防課長：そのような予定は今のところございません。50キロワットから200キロ

ワットまでのものを設置するとき、届出をいただくということでございます。 

○児嶋委員：世の中ではそのような方向へ舵が切れていると思うのです。消防自動車だ

けでなく、そのほかの救急車とか軽のライトバンなどがあると思うのですが、

それらを充電するために、この消防署で充電のできる設備を設置する計画は無

いのですか。 

○堺警防課長：主に電気自動車に充電するための設備ですので、今のところ消防車両

においては電気自動車等がございませんので、設置する予定はございませ

ん。 

○児嶋委員：了解です。 

○宇野委員長：他にございませんか。 

○西口委員：ちなみに有田市内に電気自動車は何台あるのですか。 

○堺警防課長：それは把握してございません。 

○西口委員：笑いますがそうですよ、そのことを知らないでこの議論をしても仕方な

いのでは。答えられないですよね、そのようなものですね世の中は。本当

は条例を提案してくるのなら、そこまで考えておくことも必要ではありま

せんか。あなた個人に言っているのではありません。市当局に言っている

のですが、条例を出すときにはこのようなことも考えておかなければなら

ないのではと思います。 

 

質疑終了  採 決  （ 可 決 ） 

 

議案第76号 有田市税外収入延滞金等徴収条例の一部を改正する条例 

 （山本経営企画課長 説明） 

 

質疑なし  採 決  （ 可 決 ） 
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○宇野委員長：以上で当委員会に付託されました議案の審議は全て終了いたしました。 

     他にないでしょうか。 

なければ、以上で総務建設委員会を閉会いたします。 

 

ありがとうございました。 

 

午前１０時１１分  閉 会 


